
香川 県 農業 経 営 負担 軽減 支 援資 金 利 子補 給規 程  

 

 

香 川 県 農 業 経 営 負 担 軽 減 支 援 資 金 実 施 要 綱 （ 平 成 13年 11月 16日 付 け 13農

経第 22187号（以 下「 県実 施 要綱 」と い う。））に 基づ く 香 川 県農 業 経営 負 担

軽減 支 援資 金 利 子 補 給規 程 を次 の と おり 定め る 。  

 

（利 子 補給 ）  

第１ 条  県 は 、県 実 施要 綱 に規 定 す る農 業経 営 負担 軽 減 支援 資金（ 以下「本

資金 」と い う。）を 貸し 付 ける 同 実 施要 綱第 ３ の４ に 掲 げる 融資 機 関（ 以

下「 融 資 機関 」とい う。）に 対 し 、こ の 規程 の 定め る と ころ に よ り 本 資 金

の利 子 補給 金 を 交付 する 。  

 

（利 子 補給 率 ）  

第２ 条  本 資 金 の 利 子補 給 率は 、 次 のと おり と する 。  

 

農 業 経 営 負 担 軽 減 支 援 資 金 の 円 滑 な 融 通 の た め の ガ イ ド ラ イ ン （ 平 成 17

年 ４ 月 20日 付 け 16経 営 第 8953号 農 林 水 産 省 経 営 局 長 通 知 ） 第 ３ の ２ に 基

づき 連 絡さ れ る 利子 補給 率  

 

（利 子 補給 契 約 書 ）  

第 ３ 条  第 １ 条 の 利 子 補 給 に つ い て の 契 約 は 、 知 事 が 当 該 融 資 機 関 と の 間

に締 結 する 利 子 補給 契約 書 によ っ て 行う もの と する 。  

 

（利 子 補給 金 の 額 ）  

第 ４ 条  第 １ 条 の 規 定 に よ り 交 付 す る 利 子 補 給 金 の 額 は 、 毎 年 １ 月 １ 日 か

ら ６ 月 ３ ０ 日 ま で 及 び ７ 月 １ 日 か ら １ ２ 月 ３ １ 日 ま で の 各 期 間 に お け る

本 資 金 に つ き 、 第 ２ 条 に 規 定 す る 利 子 補 給 率 ご と に 算 出 し た 融 資 平 均 残

高（ 計 算 期 間中 の 毎 日の 最 高残 高（ 延 滞 額を 除 く。）の 総和 を年間の日数

（閏年にかかわらず 365日とする。）で 除 し て 得 た 金 額 と す る 。） に対 し 、

それ ぞ れ当 該 利 子補 給率 の 割合 で 計 算し た金 額 の合 計 額 とす る。  

 

（利 子 補給 金 の 支 払 ）  

第 ５ 条  県 は 、 融 資 機 関 か ら 利 子 補 給 の 請 求 が あ っ た 場 合 に お い て 、 知 事

が 適 当 で あ る と 認 め た と き は 、 当 該 請 求 書 を 受 理 し た 日 の 属 す る 月 の 翌

月中 に これ を 支 払う もの と する 。  

 

（利 子 補給 金 の 打 切 り等 ）  

第６ 条  県 は 、本 資 金に つ いて 、次 の 場 合は 、こ れ以 降 融 資 機 関 に 対し 、当

該借 入 者へ の 貸 付け に係 る 利子 補 給 金を 打ち 切 るも の と する 。  

ア  借 入者 の 経 営改 善計 画 の実 行 が 困難 と認 め られ た 場 合  

イ  借 入者 の 経 営改 善計 画 書に 不 実 記載 が認 め られ た 場 合  

ウ  借 入者 が 借 入れ を辞 退 した 場 合  

エ  借 入者 が 借 入金 を借 入 の目 的 以 外の 目的 に 使用 し た 場合  

オ  借 入者 が 農 業経 営を 中 止し た 場 合  

２  県 は 、 融 資 機 関 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 融 資 機 関 が こ の 規 程 又 は こ

の 規 程 に 基 づ く 契 約 の 条 項 に 違 反 し た と き は 、 当 該 融 資 機 関 に 対 す る 利

子 補 給 金 を 打 ち 切 り 、 又 は 既 に 交 付 し た 利 子 補 給 金 の 全 部 若 し く は 一 部

の 返 還 を命 ず る こと がで き るも の と する 。  

 



（報 告 の徴 収 等 ）  

第 ７ 条  融 資 機 関 は 、 知 事 が 当 該 融 資 機 関 の 行 っ た 第 １ 条 の 利 子 補 給 に 係

る 本 資 金 の 融 資 に 関 し 報 告 を 求 め た 場 合 又 は そ の 職 員 を し て 当 該 融 資 機

関 に 関 す る 帳 簿 、書 類等 を 調査 さ せ るこ とを 必 要と し た 場 合 に は 、これ に

協 力 し な け れ ば なら ない 。  

 

 

附   則  

１   こ の規 程 は 、 平 成 13年 11月 16日 から 施行 す る。  

２   平 成 13年 中 に おい て は、 第 ４ 条中 「毎 年 １月 １ 日 から ６ 月 ３ ０日 ま で

及 び ７ 月 １ 日 か ら１ ２月 ３ １日 ま で の各 期間 」と あ る のは 、「 平 成１ ３ 年

１ １ 月 １ ６ 日 か ら 同 年 １ ２ 月 ３ １ 日 ま で の 期 間 」 と 読 み 替 え る も の と す

る 。  

 

附   則  

１   こ の規 程 は 、 平 成 14年 10月 22日 から 施行 す る。  

 

 

附   則  

１   こ の規 程 は 、 平 成 19年 ４月 １ 日 から 施行 す る。  

 

附   則  

１  こ の規 程 は 、 平 成 28年 ２月 19日 から 施行 す る。  

２  改 正後 の 規 程 は 、平 成 28年 2月 19日 以降 に 貸し 付 け られ た本 資 金に つ い

て 適 用 し 、同 日 前に 貸し 付 けら れ た 本資 金に つ いて は 、なお 従前 の 例に よ

る 。  

 

附   則  

１  こ の規 程 は 、 平 成 28年 11月 24日 から 施行 す る。  

２  改 正 後 の 規 程 は 、 平 成 28年 11月 24日 以 降 に 貸 し 付 け ら れ た 本 資 金 に つ

い て 適 用 し 、同 日前 に貸 し 付け ら れ た本 資金 に つい て は 、な お従 前 の例 に

よ る 。  

 

附   則  

１  こ の規 程 は 、 平 成 28年 12月 19日 から 施行 す る。  

２  改 正 後 の 規 程 は 、 平 成 28年 12月 19日 以 降 に 貸 し 付 け ら れ た 本 資 金 に つ

い て 適 用 し 、同 日前 に貸 し 付け ら れ た本 資金 に つい て は 、な お従 前 の例 に

よ る 。  

 

附   則  

１  こ の規 程 は 、 令 和４ 年 ３月 18日 から 施行 す る。  

２  改 正 後 の 規 程 は 、 令 和 ４ 年 ３ 月 18日 以 降 に 貸 し 付 け ら れ た 本 資 金 に つ

い て 適 用 し 、同 日前 に貸 し 付け ら れ た本 資金 に つい て は 、な お従 前 の例 に

よ る 。  

 

附   則  

１  こ の規 程 は 、 令 和４ 年 10月 3日 か ら 施行 す る。  

２  改 正後 の 規 程 は 、令 和 ４年 10月 3日 以降 に 貸し 付 け ら れ た本 資 金に つ い

て 適 用 し 、同 日 前に 貸し 付 けら れ た 本資 金に つ いて は 、なお 従前 の 例に よ

る 。  

 


